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（ 開議時刻 １３時３０分 ） 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  挨拶をします。ご苦労さまです。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は９名です。定足数に達し

ていますので、会議は成立しました。 

  本日の議事日程は、あらかじめ告示したとおり

です。 

  これから本日の議事日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第

120 条の規定により、議長から、４番、山崎邦廣

君、５番、柴田勇雄君を指名します。 

  次に、日程第２、諸般の報告を行います。陳情

第 12号、「補聴器購入補助等の改善をはじめ、難

聴（児）者への支援拡充を求める意見書」採択に

ついての陳情書について、議会運営委員会での協

議の結果を踏まえ、議員配布の扱いとします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

  次に、日程第３、議案第２号、令和４年度葛巻

町一般会計予算から日程第 23、議案第 22 号、葛

巻町辺地総合整備計画の変更に関し議決を求め

ることについてまでの 21 議案について、輝くふ

るさと常任委員会に審査を付託しておりました

ので、輝くふるさと常任委員長の審査報告を求め

ます。輝くふるさと常任委員長、鈴木満君。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次

のとおり決定したので、葛巻町議会総合条例第

157条の規定により報告します。 

  議案第２号、令和４年度葛巻町一般会計予算、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。議案第

３号、令和４年度葛巻町国民健康保険事業勘定特

別会計予算、審査の結果、賛成全員をもって原案

可決。議案第４号、令和４年度葛巻町農業集落排

水事業特別会計予算、審査の結果、賛成全員をも

って原案可決。議案第５号、令和４年度葛巻町後

期高齢者医療事業特別会計予算、審査の結果、賛

成全員をもって原案可決。議案第６号、令和４年

度葛巻町国民健康保険病院事業会計予算、審査の

結果、賛成全員をもって原案可決。議案第７号、

令和４年度葛巻町水道事業会計予算、審査の結

果、賛成全員をもって原案可決。議案第８号、令

和３年度葛巻町一般会計補正予算（第７号）、審

査の結果、賛成全員をもって原案可決。議案第９

号、令和３年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別

会計補正予算（第３号）、審査の結果、賛成全員

をもって原案可決。議案第 10号、令和３年度葛巻

町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。議案第

11号、令和３年度葛巻町後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第１号）、審査の結果、賛成全員

をもって原案可決。議案第 12号、令和３年度葛巻

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号）、

審査の結果、賛成全員をもって原案可決。議案第

13 号、令和３年度葛巻町水道事業会計補正予算
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（第２号）、審査の結果、賛成全員をもって原案

可決。議案第 14 号、葛巻町消防団員の定員、任

免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。

議案第 15 号、職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例、審査の結果、賛成全員をも

って原案可決。議案第 16号、葛巻町が設置する一

般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果

の縦覧等の手続に関する条例の全部を改正する

条例、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。

議案第 17 号、葛巻町災害復興基金条例を廃止す

る条例、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。

議案第 18号、高齢者福祉センター条例、審査の結

果、賛成全員をもって原案可決。議案第 19号、葛

巻町新庁舎建設工事（１期・建築工事等）の変更

請負契約の締結に関し議決を求めることについ

て、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。議

案第 20号、葛巻町新庁舎建設工事（１期・電気設

備工事）の変更請負契約の締結に関し議決を求め

ることについて、審査の結果、賛成全員をもって

原案可決。議案第 21号、公の施設に係る指定管理

者の指定に関し議決を求めることについて、審査

の結果、賛成全員をもって原案可決。議案第 22号、

葛巻町辺地総合整備計画の変更に関し議決を求

めることについて、審査の結果、賛成全員をもっ

て原案可決。以上のとおり報告いたします。令和

４年３月 15日、輝くふるさと常任委員会委員長、

鈴木満。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  輝くふるさと常任委員長の審査報告が終わり

ました。 

  お諮りします。議案第２号から議案第 22 号ま

での 21 議案は、輝くふるさと常任委員会で質疑

を終わっておりますので、質疑を省略し、討論、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  お諮りします。日程第３、議案第２号、令和４

年度葛巻町一般会計予算から日程第８、議案第７

号、令和４年度葛巻町水道事業会計予算までの６

議案について、一括討論を行いたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これより議案第２号から議案第７号までの一

括討論を行います。 

  最初に、反対討論から許します。 

（ 「なし」の声あり ） 

  次に、賛成討論を許します。４番、山崎邦廣君。 

 

４番（ 山崎邦廣君 ） 

  私は、議案第２号から議案第７号、令和４年度

葛巻町一般会計予算及び５件の特別会計、企業会

計予算につきまして、先ほどの輝くふるさと常任

委員会委員長の報告のとおり決することに賛成

であります。以下、その理由を述べさせていただ
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きます。 

  令和４年度の一般会計の予算案は、75億 6,000

万円ほどの規模となっております。令和３年度と

比較して 10 億 2,000 万円ほどの増額となる大型

予算となっております。この主な要因は、新庁舎

などの建設事業に 16 億 4,000 万円ほど計上され

たことでありますが、新たなまちづくりの拠点と

して、多くの町民の皆さんが完成を待ち望んでい

る事業であります。事業の着実な実施に向けた取

組を期待するものであります。 

  一方では、大型となる歳出予算の財源でありま

す歳入が堅実に確保されております。その内容

は、交付税措置のある有利な起債が活用され、ま

た起債を充てられない部分には、積み立てた基金

が確実、効率的、効果的に充てられており、財政

の安定確保が図られているものと評価いたしま

す。 

  令和４年度予算は、町の最重要課題である人口

減少対策、地方創生と町総合計画に掲げられてい

る「いきいきと輝き続ける“ひと”」、「誰もが

住みたくなる“まち”」、「地域資源を活かす“し

ごと”」の３つの基本目標の実現に向けて、各分

野の事業の有用性が考慮されたきめ細やかな予

算であると考えます。 

  まず、「いきいきと輝き続ける“ひと”」の取

組では、老朽化が進む保育園舎の建設費用や地域

の人材を活用した中学校における地域運動部活

動の推進など、子供たちの保育や教育環境を充実

するための対策が講じられております。そのほ

か、町民の健康寿命の延伸を推進するスポーツ習

慣化促進事業の創設、ニコちゃん健康ポイント制

度の拡充など、町職員の事業提案により、町民が

生き生きと生活するための各種の施策が整えら

れております。また、４年度には高齢者福祉セン

ターが完成し、高齢者や障がいのある方が住み慣

れた地域で安心して暮らしていける福祉環境の

充実が図られるものと期待をしております。 

  次に、「誰もが住みたくなる“まち”」の取組

では、75歳以上の高齢者のいる世帯の下水道使用

料金の助成や地域団体などが自主的、主体的に実

施する事業への助成など、人口減少、少子高齢化

が進行する中においても、誰もが地域で暮らすこ

とができる持続可能なまちづくりの実現に向け

た対策が講じられております。また、2050年カー

ボンゼロ達成に向け、地球温暖化対策の実行計画

の策定のほか、全国に先駆けて取り組んでいるク

リーンエネルギーの取組においては、当町を会場

に開催される全国風サミットなど、クリーンエネ

ルギーのまち葛巻を全国に発信するとともに、カ

ーボンゼロ達成に向けた取組がさらに強化され

る契機となることが期待されます。 

  次に、「地域資源を活かす“しごと”」の取組

でありますが、県内で第１号となります特定地域

づくり事業協同組合の設立によって、都市部や地

域の若者の安定した雇用環境と一定の給与所得

の確保が図られるほか、若者雇用促進住宅が新た

に整備されることにより、地域課題である雇用の

確保と住環境の整備に積極的に取り組んでいく
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内容であります。また、くずまき型ＤＭＯ事業で

は、新庁舎や木製上屋つき大橋、サテライトオフ

ィスの開設など、町中心部の新たな魅力を活用し

た歩き回りたくなるまちなかの実現に向けた取

組は、これまでの実績をさらに充実するもので、

ＤＭＯ事業の狙いである観光を切り口とした地

域の活性化、関係人口、交流人口の創出などがよ

り一層図られることが期待されます。 

  そのほか酪農振興策では、新規事業の発酵乳製

造設備等整備事業により、葛巻ブランドのさらな

る強化が期待されるほか、乳牛導入 130年を記念

した記念事業の開催は、新葛巻型酪農構想の実現

に向けて、今後の酪農の在り方と酪農発展の足が

かりとして、大きく進展する機会となるものと考

えられます。林業振興策では、森林環境譲与税を

活用し、国や県の補助対象とならない除伐、保育

間伐への補助のほか、県単独事業で実施する再造

林事業の補助かさ上げなどの対策は、森林の環境

整備がより一層進むものと考えます。経済対策に

おきましては、新型コロナウイルス感染症が国内

で確認されてから２年が経過しましたが、いまだ

終息が見通せない中、地域経済の回復と活性化の

対策として、特典つき商品券の発行など、消費者

と事業者双方にメリットがある消費を喚起する

対策が講じられております。また、感染症対策で

は、引き続き町民が確実かつ円滑にワクチン接種

が進むよう願うところであります。 

  次に、特別会計であります。国保会計では、健

診結果とレセプトデータのひもづけを行い、適切

な保健指導につなげる保健事業分析業務が３年

度に引き続いて予算化されており、町民の健康維

持と医療費抑制が図られる内容となっておりま

す。農業集落排水事業会計におきましては、一般

会計予算の下水道使用料補助や水洗化普及支援

事業と連動させて、浄化槽設置の推進や農業集落

排水施設の適正管理が引き続き図られ、町民の快

適で衛生的な暮らしを守るための取組となって

おります。病院事業会計においては、新型コロナ

ウイルス感染症に伴う受診の控えや長期処方に

より厳しい経営が強いられている中におきまし

て、地域包括ケア病床の拡大を図るなど、収益性

の高い経営に努めており、町民の命と健康を守る

地域医療の拠点として、引き続きその役割を担っ

ていただくことが強く期待されます。水道会計に

おいては、老朽化した施設の計画的な更新の費用

が盛り込まれており、安全で安定的な給水の確保

と持続可能な経営環境の実現に向けた内容であ

ります。 

  以上のことから、冒頭に申し上げましたとお

り、各会計の予算案に賛成であります。 

  新型コロナウイルス感染症の終息につきまし

ては、いまだ見通すことが難しい状況にある中に

おきまして、行財政の運営はより一層の困難が伴

うものと拝察されますが、先人の意思を継いで、

町民の皆さんが夢と希望のある生きがいを持っ

て、町に住んでいてよかったと思えるまちづく

り、明日につなぐまちづくりに引き続き、一丸と

なって取り組まれることをお願いするものであ
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ります。 

  議員各位のご賛同を賜りますようお願いいた

しまして、賛成の討論を終わります。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  ほかに討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから採決に入ります。この採決は起立によ

って行います。 

  日程第３、議案第２号、令和４年度葛巻町一般

会計予算について、本案に対する委員長の報告は

原案可決です。委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第２号、令和

４年度葛巻町一般会計予算は、委員長報告のとお

り可決されました。 

  次に、日程第４、議案第３号、令和４年度葛巻

町国民健康保険事業勘定特別会計予算について、

本案に対する委員長の報告は原案可決です。委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第３号、令和

４年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計予

算は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第５、議案第４号、令和４年度葛巻

町農業集落排水事業特別会計予算について、本案

に対する委員長の報告は原案可決です。委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第４号、令和

４年度葛巻町農業集落排水事業特別会計予算は、

委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第６、議案第５号、令和４年度葛巻

町後期高齢者医療事業特別会計予算について、本

案に対する委員長の報告は原案可決です。委員長

の報告のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第５号、令和

４年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計予算

は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第７、議案第６号、令和４年度葛巻

町国民健康保険病院事業会計予算について、本案

に対する委員長の報告は原案可決です。委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第６号、令和

４年度葛巻町国民健康保険病院事業会計予算は、

委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第８、議案第７号、令和４年度葛巻

町水道事業会計予算について、本案に対する委員

長の報告は原案可決です。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。 
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（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第７号、令和

４年度葛巻町水道事業会計予算は、委員長報告の

とおり可決されました。 

  次に、日程第９、議案第８号、令和３年度葛巻

町一般会計補正予算（第７号）を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第８号を採決します。この採決は

起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第８号、令和

３年度葛巻町一般会計補正予算（第７号）は、委

員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 10、議案第９号、令和３年度葛巻

町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３

号）を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第９号を採決します。この採決は

起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第９号、令和

３年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補

正予算（第３号）は、委員長報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、日程第 11、議案第 10 号、令和３年度葛

巻町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 10 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 10号、令和

３年度葛巻町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）は、委員長報告のとおり可決されま

した。 

  次に、日程第 12、議案第 11 号、令和３年度葛

巻町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 
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（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 11 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 11号、令和

３年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決され

ました。 

  次に、日程第 13、議案第 12 号、令和３年度葛

巻町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２

号）を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 12 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 12号、令和

３年度葛巻町国民健康保険病院事業会計補正予

算（第２号）は、委員長報告のとおり可決されま

した。 

  次に、日程第 14、議案第 13 号、令和３年度葛

巻町水道事業会計補正予算（第２号）を議題とし

ます。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 13 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 13号、令和

３年度葛巻町水道事業会計補正予算（第２号）は、

委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 15、議案第 14 号、葛巻町消防団

員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 14 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 
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  起立全員です。したがって、議案第 14号、葛巻

町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する

条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとお

り可決されました。 

  次に、日程第 16、議案第 15 号、職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例を議題

とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 15 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 15号、職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 17、議案第 16 号、葛巻町が設置

する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調

査結果の縦覧等の手続に関する条例の全部を改

正する条例を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 16 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 16号、葛巻

町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環

境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の

全部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決

されました。 

  次に、日程第 18、議案第 17 号、葛巻町災害復

興基金条例を廃止する条例を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 17 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 17号、葛巻

町災害復興基金条例を廃止する条例は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 19、議案第 18 号、高齢者福祉セ

ンター条例を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 
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（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 18 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 18号、高齢

者福祉センター条例は、委員長報告のとおり可決

されました。 

  次に、日程第 20、議案第 19 号、葛巻町新庁舎

建設工事（１期・建築工事等）の変更請負契約の

締結に関し議決を求めることについてを議題と

します。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 19 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 19号、葛巻

町新庁舎建設工事（１期・建築工事等）の変更請

負契約の締結に関し議決を求めることについて

は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 21、議案第 20 号、葛巻町新庁舎

建設工事（１期・電気設備工事）の変更請負契約

の締結に関し議決を求めることについてを議題

とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 20 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 20号、葛巻

町新庁舎建設工事（１期・電気設備工事）の変更

請負契約の締結に関し議決を求めることについ

ては、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 22、議案第 21 号、公の施設に係

る指定管理者の指定に関し議決を求めることに

ついてを議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 21 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は
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起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 21号、公の

施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求め

ることについては、委員長報告のとおり可決され

ました。 

  次に、日程第 23、議案第 22 号、葛巻町辺地総

合整備計画の変更に関し議決を求めることにつ

いてを議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 22 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 22号、葛巻

町辺地総合整備計画の変更に関し議決を求める

ことについては、委員長報告のとおり可決されま

した。 

  次に、日程第 24、発議第１号、ロシアのウクラ

イナへの軍事侵攻に抗議し非難する決議につい

てを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。３番、近藤聖君。 

 

３番（ 近藤聖君 ） 

  ロシアのウクライナ侵攻に対する抗議、非難決

議案の提案者として、提案理由の説明をしたいと

思います。 

  ２月 24 日に開始されたロシアのウクライナへ

の軍事侵攻は、国際社会の平和と安全を著しく損

ない、国際法、国連憲章に明らかに違反します。

軍事侵攻が始まってから今日で 20 日間、ウクラ

イナでは許し難い非情な攻撃と残虐な戦争犯罪

が続いており、一刻も早い戦争停止とロシア軍の

撤退を求めるために、世界中で声を上げる必要に

迫られています。 

  よって、ここに、葛巻町議会としてロシアの軍

事侵攻に断固抗議、非難し、戦争終結とロシア軍

の即時撤退を強く求めることを提案するもので

す。 

  以上、決議案提案理由の説明を終わります。 

  決議文を読み上げさせていただきます。 

  ロシアのウクライナへの軍事侵攻に抗議し非

難する決議について。 

  ロシアによるＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）の

脅威への対抗を理由とするウクライナへの軍事

侵攻は、平和を希求する国際社会の長年の努力を

無にし、国際秩序の根幹を揺るがす行為であり、

我が国を含む世界の平和と安全を著しく脅かす

ものである。このような武力による一方的な現状

変更の行動は、領土保全、武力不行使等を規定す

る国連憲章と国際法に明らかに反する行為であ

り、断じて看過できない。 

  さらに、核兵器の使用をほのめかし、国際社会
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を威嚇するような言動は、唯一の核兵器による被

爆国である我が国にとって断じて容認すること

はできない。 

  よって、葛巻町議会はウクライナの主権を侵害

するロシアの軍事侵攻に対し、抗議と非難の意を

強く表明するとともに、ロシア軍のウクライナか

らの即時、完全、無条件撤退を強く求める。 

  そして、不当な侵攻から自国の主権と領土、自

由と民主主義、家族と同胞を守るため、困難な戦

いの中にあるウクライナ国民に寄り添う気持ち

を表すとともに、世界の恒久平和を強く念願す

る。 

  以上、決議する。 

  令和４年３月 15日、葛巻町議会。 

  以上が非難決議であります。どうか議員の皆さ

ん、賛同いただきまして、葛巻町議会としての意

思を表したいと思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

  終わります。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  これで提案理由の説明を終わります。 

  お諮りします。本発議案は、葛巻町議会総合条

例第 46 条第３項の規定により、輝くふるさと常

任委員会へ審査を付託しないこととしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  お諮りします。本発議案は、全議員で協議し、

提出された案件でありますので、質疑、討論を省

略し、採決に入りたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これより発議第１号を採決します。この採決は

起立によって行います。発議第１号、ロシアのウ

クライナへの軍事侵攻に抗議し非難する決議に

ついては、原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、発議第１号、ロシ

アのウクライナへの軍事侵攻に抗議し非難する

決議については、原案のとおり可決されました。 

  以上で本日の日程は全て終了し、本定例会議に

付された事件は全部終了しました。 

  これで令和４年葛巻町議会３月定例会議を終

了します。 

  次回は、７月第１金曜日の１日に開催すること

とします。ご苦労さまでした。 

 

（ 散会時刻 １４時２０分 ） 

 

 以上、会議の次第は書記の記載したものである

が、その内容が正確なことを認め、ここに署名する。 

 

 令和   年   月   日 

 

   葛巻町議会議長 
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   葛巻町議会議員 

 


